
予

算

特

別

委

員

会

予

算

特

別

委

員

会
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■
消
防
費

問 

消
火
栓
更
新
の
場
所
と
内

容
は
。

答 

関
地
区
役
場
前
と
滑
津
地

区
滑
塚
の
消
火
栓
で
、
ど
ち
ら

も
常
に
水
漏
れ
し
て
い
る
た
め

に
更
新
す
る
。

 

■
教
育
費

問 

学
校
施
設
実
施
設
計
業
務
は
財
源
の
確
保
状
況

で
事
業
の
見
直
し
は
あ
る
の
か
。

答 

実
施
設
計
の
中
で
出
て
き
た
図
面
に
よ
り
、
見

直
す
必
要
が
あ
り
、
若
干
の
修
正
の
余
地
は
あ
る
。

 

■
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

問 

令
和
９
年
度
以
降
の
国
民
健
康
保
険
税
率
改
正

に
つ
い
て
の
具
体
的
な
対
応
は
。

答 

宮
城
県
は
令
和
12
年
度
に
保
険
税
統
一
の
方
針

で
、
町
も
令
和
９
年
度
に
税
率
改
正
を
予
定
す
る
。

県
内
で
も
低
額
水
準
の
た
め
段
階
的
に
引
き
上
げ
る

方
針
。

 

■
簡
易
水
道
事
業
会
計

問 

干
蒲
浄
水
場
の
電
気
計
装
設
備
改
修
の
内
容
は
。

答 

電
気
計
装
装
置
の
更
新
で
、
動
力
盤
や
塩
素
注

入
ポ
ン
プ
、次
亜
塩
素
酸
の
貯
留
タ
ン
ク
を
交
換
す
る
。

 

■
下
水
道
事
業
会
計

問 

早
急
に
修
繕
が
必
要
な
箇
所
は
あ
る
の
か
。

答 

マ
ン
ホ
ー
ル
ポ
ン
プ
場
の
汲
み
上
げ
ポ
ン
プ
と

浄
化
セ
ン
タ
ー
の
最
終
沈
殿
池
の
汚
泥
か
き
寄
せ
機

の
修
繕
が
必
要
。

◇
令
和
８
年
度
予
算

◆
議
案
第
10
号　
一
般
会
計
予
算

◆
議
案
第
11
号　
介
護
保
険
特
別
会
計
予
算

◆
議
案
第
12
号　

�

後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

予
算

◆
議
案
第
13
号　

�

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予

算

◆
議
案
第
14
号　

�

介
護
サ
ー
ビ
ス
特
別
会
計
予

算

◆
議
案
第
15
号　

�

町
営
バ
ス
特
別
会
計
予
算

◆
議
案
第
16
号　

�

七
ヶ
宿
ダ
ム
自
然
休
養
公
園

特
別
会
計
予
算

◆
議
案
第
17
号　

��

簡
易
水
道
事
業
会
計
予
算

◆
議
案
第
18
号　

�

下
水
道
事
業�

会
計
予
算

原
案
ど
お
り
可
決

◇
追
加
提
案

◆
議
案
第
37
号

　
町
長
等
の
諸
給
与
条
例
の
一
部
改
正

◆
議
発
第
２
号

　

�

議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

�　
今
般
の
改
正
は
人
事
院
勧
告
に
伴
い
、
町

の
特
別
職
給
与
等
審
議
会
で
承
認
さ
れ
た
も

の
で
、
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
。

 

■
農
林
水
産
業
費

問 

雪
室
ジ
ャ
ガ
イ
モ
推
進
事
業
の
内
容
は
。

答 

雪
室
で
貯
蔵
し
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
ブ
ラ
ン
ド
化

を
目
的
と
し
た
事
業
。

問 

乙
女
ゆ
り
復
活
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
事
業
内
容
は
。

答 

保
護
地
の
除
草
作
業
な
ど

を
実
施
し
て
お
り
、
昨
年
は
３

０
０
本
の
花
芽
を
確
認
し
、
今

後
も
継
続
補
助
し
て
い
く
。

問 

有
害
鳥
獣
防
止
施
設
補
助
金
の
内
容
は
。

答 

電
気
柵
や
防
護
資
材
な
ど
、
個
人
農
家
を
対
象

と
し
た
補
助
事
業
。

 

■
商
工
費

問 

産
業
活
性
化
助
成
事
業
の
対
象
と
な
る
具
体
的

な
事
業
は
。

答 

観
光
産
業
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
新
た
な
産

業
の
創
出
、規
模
拡
大
、特
産
品
の
開
発
な
ど
が
対
象
。

 

■
土
木
費

問 

地
域
担
い
手
づ
く
り
支
援
住
宅
の
建
設
候
補
地

が
瀬
見
原
、
滑
津
、
湯
原
地
区
と
あ
る
。
２
棟
の
応

募
が
あ
れ
ば
関
地
区
以
外
に
建
設
さ
れ
る
の
か
。

答 

関
地
区
に
２
区
画
、
滑
津
地
区
と
湯
原
地
区
に

１
区
画
ず
つ
候
補
地
が
あ
り
入
居
希
望
者
の
意
思
を

踏
ま
え
、
本
人
に
場
所
の
選
定
を
し
て
い
た
だ
く
。

問 

議
会
は
町
民
の
代
表
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し

て
い
る
が
、
地
方
議
会
の
二
元
代
表
制
と
し
て
の
立

場
や
役
割
に
つ
い
て
町
長
の
認
識
は
。

答 

首
長
は
町
民
の
命
と
暮
ら
し
を
守
り
、
議
会
は

予
算
や
事
業
を
審
査
す
る
役
割
を
担
い
、
双
方
は
対

等
な
代
表
と
し
て
議
論
を
重
ね
、
町
の
発
展
に
向
け

責
任
を
果
た
す
べ
き
と
認
識
し
て
い
る
。

問 

農
地
整
備
が
進
む
一
方
で
、
農
業
法
人
が
解
散

す
る
と
い
う
背
景
に
は
行
政
支
援
の
不
足
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
今
後
の
農
業
政
策
の
在
り
方
と
支

援
の
強
化
は
。

答 

農
業
は
基
幹
産
業
で
あ
り
支
援
し
て
き
た
が
、

法
人
化
へ
の
合
意
形
成
に
課
題
が
あ
っ
た
と
思
う
。

今
後
は
受
け
皿
確
保
や
農
地
継
承
を
重
視
し
、
持
続

可
能
な
農
業
体
制
づ
く
り
を
進
め
る
。

問 

学
校
統
合
や
新
築
で
不
登
校
問
題
は
解
決
し
な

い
。
新
た
な
義
務
教
育
学
校
で
ど
の
よ
う
に
環
境
を

整
え
て
い
く
の
か
。

答 

義
務
教
育
学
校
は
一
貫
教
育
で
不
登
校
改
善
に

期
待
し
て
い
る
。
地
域
連
携
や
個
別
支
援
、
柔
軟
な

教
育
体
制
を
充
実
さ
せ
、
通
い
た
く
な
る
学
校
づ
く

り
を
目
指
す
。

問 

防
災
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
更
新
が
行
わ
れ
る

が
、
各
地
区
で
の
説
明
会
も
必
要
で
は
な
い
か
。

答 

10
年
ぶ
り
に
更
新
さ
れ
る
事
か
ら
町
民
に
対
し

て
何
ら
か
の
説
明
す
る
機
会
を
考
え
て
い
き
た
い
。

予
算
委
員
会
質
疑

予
算
委
員
会
質
疑

予
算
総
括
質
疑
、町
長
答
弁

予
算
総
括
質
疑
、町
長
答
弁

「
事
業
内
容
や
金
額
を
詳
し
く
審
査
」

問 

地
方
交
付
税
が
増
額
と
な
っ
た
理
由
は
。

答 

主
な
要
因
は
、
令
和
８
年
度
に
地
域
防
災
計
画

を
策
定
す
る
た
め
増
額
と
な
っ
た
。

 

■
総
務
費

問 

行
政
事
務
委
託
の
賃
金
は
適
正
な
の
か
。

答 

作
業
単
価
は
県
の
最
低
賃
金
以
上
で
、
機
械
の

持
ち
込
み
費
も
加
算
し
て
い
る
。

 
■
民
生
費

問 
エ
ア
コ
ン
補
助
の
対
象
世
帯
と
補
助
率
は
。

答 

70
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世
帯
と
70
歳
以
上

の
高
齢
者
と
障
が
い
者
の
み
の
世
帯
、
18
歳
ま
で
の

子
ど
も
が
い
る
世
帯
が
対
象
で
63
世
帯
、
補
助
率
は

２
分
の
１
で
上
限
は
10
万
円
。

問 

不
法
投
棄
防
止
の
防
犯
カ

メ
ラ
や
看
板
の
設
置
予
定
は
あ

る
か
。

答 

昨
年
、
不
法
投
棄
防
止
看

板
を
10
基
製
作
し
、
6
基
を
設

置
し
た
。
残
り
４
基
の
設
置
場

所
は
不
法
投
棄
防
止
協
議
会
の

中
で
決
定
し
た
い
。

▲不法投棄現場

▲乙女ゆり保護地域

▲滑塚消火栓

▲議場にて

※
議
案
第
37
号　

　

�

町
長
等
の
諸
給
与
条
例
の
一
部
改
正
（
改
正
後

給
料
月
額
）

　
町　
長

　
　
８
３
万
６
千
円　
⇨　
８
５
万
９
千
円

　
副
町
長

　
　
６
９
万
３
千
円　
⇨　
６
１
万
９
千
円

　
教
育
長

　
　
５
２
万
４
千
円　
⇨　
５
３
万
８
千
円

※
議
発
第
２
号　

　

�

議
会
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
（
改
正
後
給
料
月
額
）

　
議　
長

　
　
３
０
万
２
千
円　
⇨　
３
１
万
円

　
副
議
長

　
　
２
６
万
円　
　
　
⇨　
２
６
万
７
千
円

　
議　
員

　
　
２
５
万
３
千
円　
⇨　
２
６
万
円

歳
　
　
入

歳
　
　
出


